
 

 

 

 

 

 

 

 松伏町に住民票を有する未就学児（特段の事情があり町に居住実態がある児も含む）が対象です。 

なお、すでに、発達について医療機関を受診されている方は対象外となります。 

 

 

 

 ✿ 発育発達相談は『完全予約制』です  

・保健センター（ 発育発達相談担当宛：☏ 048-992-3170 ）にご連絡ください。 
 

✿ 気になることがあれば、お早めにご相談ください  

・予約が混み合っている場合は 2～3 か月お待ちいただくことがあり、ご希望のタイミングに予約できない

ことがあります（特に、就学児健診後は予約が混み合いやすいです）。 
 

✿ 初回予約時にお願いしたいこと  

・保健師が、お子さんの様子や保護者様が不安に思うこと等を聞き取りさせていただき、予約をお取りしま

す。お時間がかかることがありますので、お時間に余裕をもってご連絡ください。 

・幼稚園・保育園等の集団に所属している方は、集団での様子を聞くことがありますので、事前に把握して

いただけるとスムーズです。 

 

 

 

 

『なかなかハイハイしない』 『歩き方が気になる』 『転びやすい』  

『あまり言葉を話さない』 『発音がうまくできない』 

 『落ち着きがない』 『集団行動や集団生活が苦手』 『気持ちの切り替えが苦手』 

『かんしゃくが強い』 『コミュニケーションがうまくとれない』 など 

お子さんの発達について気になることや心配なことはありませんか？ 
 

発育発達相談は、お子さんの発達に関する悩みや不安について 

一緒に考え、関わり方や今後のサポート体制等の相談ができる場※です。 
 

※“相談の場”ですので“診断”はしていません。 

診   察 
【 医  師 】 

 
木曜日（午前） 

＊月1回＊ 

20分程度 

運動の相談 
【 理学療法士 】 

 
木曜日（午前） 

＊月1回程度＊ 

25 分程度 

言葉の相談 
【 言語聴覚士 】 

 
木曜日 

＊月1-2回程度＊ 

45分程度 

対象、相談の種類と相談開催状況 

松伏町保健センター （平日8：30～17：15） 

   松伏町大字松伏428 番地  ☏048-992-3170 

発育発達相談の利用を希望する方、検討したい方へ  『まずはお気軽にご連絡ください☺』 


